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別紙 会議の内容 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 議題 

【報告】 

（1） 令和８年度ふじみ野市水道事業会計予算について 

〇事務局から概要説明 

〇質疑 

 

・質問１ 

 予算書からの質問ではないが、上福岡駅前の東武ストア及び西友が無くな

ることを受け、上下水道の状況について説明をお願いしたい。 

・回答１ 

 東武ストアは令和８年３月３１日をもって閉店し建て替えをする。西友は

すでに閉店し解体が進められているが、両社とも跡地利用の具体的な計画

については、現時点で報告を受けていない。上下水道においては、今後跡

地利用の計画について報告があり次第、適切な指導をしていくこととする。 

 

・質問２ 

受水費に関して、県水受水費が約 20％増額となっているが、これは一律

の増額なのか、それとも年毎の増額なのか説明をお願いしたい。 

・回答２ 

令和８年度から県水受水費が 61.78 円から 74.74 円に改定される。これは、

平成１１年に埼玉県が改定を行ってから約２０年ぶりの改定となる。今回

の改定における算定期間は令和１０年度までとされているが、それ以降に

ついては経済状況により埼玉県が判断するものであり、さらなる値上げの

可能性もある。 

 

・質問３ 

令和８年度から令和１０年度までは 74.74 円のままということでよろしい

か。また、この改定は埼玉県内で統一なのか。 

・回答３ 

認識のとおり。県水受水費については埼玉県内統一である。 

 

 



・質問４ 

業務予定量について、給水戸数が前年度比 669 戸増加しているが、年間給

水量が減少している。戸数が増えれば給水量も増えると思うが、考え方を

確認したい。 

・回答４ 

新しい水道設備を設置する際に節水機能の付いた設備が主流になっている

こと、利用者の節水の意識が高まっていることにより、給水戸数が増加し

たとしても給水量は比例して増加しない状況になっている。 

 

 

（2） 令和８年度ふじみ野市下水道事業会計予算について 

〇事務局から概要説明 

〇質疑 

 

・質問１ 

市街化調整区域公共下水道未普及対策事業の進捗について、大井・苗間、

駒林、川崎地区の供用を開始した割合はどの程度か。この先の見通しにつ

いてお聞かせいただきたい。 

・回答１ 

大井・苗間、駒林、川崎地区の整備について、下流から徐々に進めて、取

付管を出したところから逐次供用開始をしている。令和８年度についても

1.6 ㎞の予算を見込んでいる。補助金の交付状況に応じて事業を進める。 

（回答に対する補足） 

地区ごとの供用開始の率（整備計画延長に対する公共下水道の整備済み率

）は、概算で駒林地区 45.7％、川崎地区 24.7％、大井・苗間地区 38.8％

となっている。 

 

・質問２ 

大井・苗間、駒林、川崎地区の整備が完了したら、ほかの未整備地区の整

備を進めるのか。また、大井・苗間、駒林、川崎地区の整備が完了した時

点で、全体のうち未整備率はどのくらいになるのか。 

・回答２ 

大井・苗間、駒林、川崎地区の整備完了後、新たに事業計画を策定するこ

ととなる。大井・苗間、駒林、川崎地区の整備が完了した時点の未整備率

については、今後計算する。 

 

・要望１ 

合併処理浄化槽の新設には通常 200 万円から 300 万円という非常に大きな

負担がかかる。このような家庭に対する優遇措置について検討をお願いし

たい。回答は不要である。 

 



・質問３ 

業務予定量について、水道における給水戸数が前年度比 669 戸増加であっ

たが、下水道における水洗化戸数は前年度比 645 戸増加とあるが、この差

はなぜ生じたのか。 

・回答３ 

業務予定量については、上下水道それぞれ過去３年分の平均伸び率で算出

している。公共下水道未整備地区分の差異が生じている。 

 

・質問４ 

受益者負担金について、現状農地を転用した場合の金額を教えていただき

たい。また、上下水道事業年報 P.55 に記載のある集計表を見ると、令和

５年度の金額が突出しているのはなぜか。 

・回答４ 

市街化調整区域における受益者負担金の 1 ㎡あたりの単価は 1,240 円であ

る。集計表については、未整備地区の整備による供用開始を始めたのが令

和５年度のためである。令和４年度以前については、市街化区域の農地転

用等により徴収猶予が消滅することとなった受益地のみのため件数が少な

くなり、また、令和５年度と令和６年度の差異については、受益者負担金

新規賦課件数の差異である。 

 

 

 

５ その他 

次回審議会の日程について 

 

６ 閉会 


